
第1回 四万十町人権条例検討委員会 R2.11.20（金）AM10:00～

①条例制定に向けた経過説明と町の考え方
（副町長説明）

②窪川、大正、十和人権教との意見交換の概要

（町民課長説明）

③各人権教主催事業、研修会開催状況

（町民課長説明）

④今後の進め方
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資料１



１．基本計画の施策体系

基本方針 政策目標 施策目標

基本方針１
挑戦し続ける

産業づくり

基本方針２
生涯元気で
郷土愛に満ちた

人づくり

基本方針３
日本が誇る
四万十川流域の

環境づくり

山
・川
・海

自
然
が

人
が

元
気
で
す

四
万
十
町

１．特色ある農林水産業を生かすまち

２．新たな地域ブランドで活力あるまち

３．本物のおもてなしがあるまち

４．まちの将来を担う人を育むまち

５．生きがい・誇りを持てるまち

６．元気で安心して暮らせるまち

７．広大な自然環境と共生するまち

８．安心して快適な暮らしができるまち

（１）脳畜産業の振興
（２）林業・水産業の振興

（３）多様な産業の展開
（４）雇用の促進

（５）商工業の振興
（６）交流の促進

（７）子どもを産み育てる環境の充実
（８）教育環境の充実
（９）現在と未来を担う人材育成の推進

（10）住民主体の地域づくりの推進
（11）人権尊重の推進
（12）芸術文化・生涯学習・スポーツの振興

（13）保健・医療環境の充実
（14）高齢者福祉の充実
（15）障がい福祉の充実

（16）自然環境の保全
（17）低酸素・循環型社会の推進

（18）まち・くらしの基盤整備の推進
（19）安全・安心の確保

目指す街の
将来像

四万十町人権条例制定に向けて 第2次総合振興計画から
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第2次四万十町総合振興計画

（平成29～令和8年度）

四万十町人口ビジョン

〈人口の将来展望2060年度〉

4‐2安心して暮らせるまちづくり

【具体的な施策】

【目指すまちの将来像】
山・川・海 自然が 人が元気です 四万十町

第2期四万十町まち・ひと・しごと創生総合戦略
（令和2～6年度）

◆協働によるまちづくりの推進

◆自治会組織の維持・強化

◆誰もが安心して利用できる公共交通網の構築

◆最新のICT（情報通信技術）等を活用した地域課題の解決

◆健康寿命の延伸

◆生活環境の改善

◆「命を守る」対策の推進

◆「命をつなぐ」対策の推進

◆南海トラフ地震・豪雨等に対する防災・減殺対策

◆人権が尊重され能力や個性を発揮できるまち

四万十町まち・ひと・しごと創生総合戦略から
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総合戦略で掲げるSDGｓの考え方
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1.貧困をなくそう

2.飢餓をゼロに

5.ジェンダー平等を実現しよう

10．人や国の不平等をなくそう

5.10.で提起されてい
るように差別のない
社会は、SDGｓ（持
続的な開発目標）の
中核となっている
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近年の人権侵害の課題

インターネットで

の悪質な書き込み

（SNS上での誹謗・

中傷→有名人の自殺

真実でない情報の流布による人

権侵害
（コロナ差別）

幼児・高齢者への虐待・いじめ （人種差別）
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国
の
法
制
定
を
受
け
、
各
自
治

体
で
も
条
例
の
見
直
し
の
動
き

国の差別解消への法制定の動き

「障害を理由とす

る差別の解消の推

進に関する法律」

（障害者差別解消

法）H28.4.1施行

「本邦外出身者に対する不当な差別

的言動の解消に向けた取組の推進に

関する法律」

（ヘイトスピーチ解消法）H28.6.3

施行

「部落差別の

解消の推進に

関する法律」

（部落差別解

消推進法）

H28.12.16施行

S
D
G

ｓ
の
実
現

人
権
を
尊
重
す
る
社
会
の
実
現
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議会（一般質問）での答弁経過

平成29年9月定例議会

部落差別解消推進法に対する町長・教育長の所見は？

教育長（人権感覚を育む取り組みを推進する。）

町長（今まで以上に人権啓発に取り組む。）

具体的にどう取り組む考えか？

町長（人権擁護条例の制定を視野に検討する。）

教育長（発達段階に応じた人権尊重の取り組みを行う。）
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合併前の人権条例制定状況

大正町人権尊重の町づくり条例（平成13年3月30日施行）
人権施策推進の基本方針に「同和問題」を記載

十和村人権擁護推進に関する条例（平成9年6月16日施行）
部施策の推進において、部落差別をはじめ、あらゆる差別解消
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合併前の同和行政に関する宣言

窪川町同和行政終結宣言（平成14年3月24日）
窪川町同和行政終結町民集会

〇 地域改善対策特別措置法の失効に伴い、同
和行政の終結

〇 同和行政から一般行政へ移行
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高知県下の人権条例制定状況
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市町村名
条例 方針・計画 宣言

名称 施行日 名称 策定 名称 日付

1 高知市 高知市人権尊重のまちづくり条例 H31.4.1
高知市人権教育・啓発推進基本計画
高知市人権施策推進基本計画

H30.3(改定)

R2.3

2 室戸市 室戸市人権尊重の社会づくり条例 H10.9.1 室戸市人権施策推進計画 H29.3(改定) 人権擁護都市宣言 H5.9.30

3 安芸市 安芸市人権尊重の社会づくり条例 H13.4.1 安芸市人権尊重の社会づくり施策方針 H24.12(改定)

４ 須崎市 須崎市人権尊重の社会づくり条例 H14.７.1
人権施策総合計画 H11.12 人権擁護都市宣言 H6.9.28

５ 宿毛市 宿毛市人権尊重の社会づくり条例 H11.4.1 人権施策に関する宿毛市総合計画 H18.3 人権擁護都市宣言 H18.3

６ 土佐清水
土佐清水市人権を尊重する社会づくり
条例

H10.10.2
人権を尊重する社会づくり行動計画
2012

H24.3(見直し)人権擁護都市宣言 H5.6.29

７ 四万十市 四万十市人権尊重の社会づくり条例 H20.1.1 第３次 四万十市人権施策行動計画 R3.4.1

８ 香南市
香南市部落差別撤廃・人権擁護に関す
る条例

H25.3(改正) 第2次 香南市人権教育・啓発推進計画 H31.4.1

９ 香美市 香美市人権のまちづくり審議会条例 H18.3.1
第2期人権教育及び啓発の推進に関する
香美市行動計画

H31.4.1

10 土佐町 土佐町人権尊重宣言 H12.4

11 中土佐町 中土佐町人権尊重のまちづくり条例 H18.1.1
中土佐町人権尊重のまちづくり基本計
画

H23.4.1

12 佐川町
佐川町人権尊重まちづくり推進審議会
条例

H10.6.22 人権尊重宣言 H11.6

13 越知町 人権擁護の町 H5.12

14 三原村 三原村人権尊重の村づくり条例 H15.7.3
三原村人権教育・人権啓発基本方針 H27.3(改定)

15 黒潮町 黒潮町人権尊重のまちづくり条例 H26.9.18 黒潮町人権教育推進計画 H27.3



四万十町としての人権推進体制は充分か？

合併以来、人権教任せの啓発活動、

人権教育になっていないか？

本町と同規模の市町には人権

課が設置されている。

専任の人権担当職員が配置され

ている。

町の施策として人権擁護を推進するには、

選任の担当職員を配置する必要がある。
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人権条例の制定に向けての検討作業の経過

・ 7月14日（火） 教育民生常任委員会で経過説明

・ 9月 人権条例検討委員会設置要綱

議会全員協議会で人権条例制定の基本的方針説明

・ 10月 公募委員の募集

人権条例制定検討委員会の設置

・ 11月 第1回検討委員会（経過と現状）

・ 12月 第2回検討委員会（町内の人権侵害の状況等）

・ 1月 第3回検討委員会（条例骨格案提示）

・ 2月 第4回検討委員会（条例素案検討）

・ 3月 第5回検討委員会（素案確定）

教育民生常任委員会へ報告・全員協議会

・ 4月 意見公募手続き・公聴会

・ 6月 条例提案
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